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　　　　　　　　　　～あなたの地域の危ない商法・平成２１年３月号～
★　敷金返還トラブルにご注意！　　　　久留米市消費生活センター
　（相談事例）
　　　１０年以上住んでいた賃貸アパートを１ヶ月前に退去した。賃料の３か月分（１８万円）の敷金を払っていたが、畳・襖の張替えなどに費用が２０万円かかったので返金はできない、不足分を支払って欲しいと言われた。気をつけてきれいに使っていたので、請求には納得いかない。支払わなければならないか。
　　
　（アドバイス）

· 賃貸借契約が終了すれば、借主は建物を明け渡さなければいけません。このとき借主は、建物を元の状態に戻す義務があり、これを「原状回復義務」といいます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは、借りた当時の状態に戻すことではなく、借主の故意・過失により生じた住宅の汚損や破損を復旧することをいうのであり、通常の使用によって劣化したものは貸主の負担となっています。
· この事例の場合、借主の不注意や故意、管理の悪さなどによって損耗が発生した部分については費用を負担しなければなりませんが、畳・襖の張替えなどは、通常使用によって生じる損耗とみなされ、貸主の負担となります。交渉が上手くいかなければ、少額訴訟を利用するなど、粘り強く交渉することが必要です。
· また、賃貸住宅のトラブルを未然に防ぐには、契約前に重要事項について説明を受け、契約書の内容をしっかり確認しましょう。解約時のトラブルをさけるためには、入居時と退去時に、貸主や仲介業者の立ち会いの上、室内の状況を確認しましょう。その際、図面に記入したり、写真をとっておくとトラブル時の証拠となるので安心です。
　　　
★　雑誌に俳句掲載　　　　　北九州市消費生活センター
　（相談事例）
　　　１ヶ月前、ある出版社から「雑誌に俳句を掲載しないか」という勧誘の電話がかかってきた。以前、句集を出版したことがあるせいか、度々このような電話がかかってくる。あまり熱心に何度もかかってくるので、断りきれずに契約したが、よく考えると高額だと思い、やめたくなった。３ヶ月で９回掲載するという契約で金額は５万円だった。既に２万円支払っている。４回掲載されているが、今後の掲載を止めたいと思う。解約できるか。

　（事例処理）

　　　ご相談の場合、電話勧誘販売に該当し、契約書面が必要事項を満たしていなかったため、無条件で契約の解除（クーリングオフ）が可能と思われました。しかしながら、相談者は既に掲載された分は返金してもらわなくてよい、今後の掲載を止めてほしいという意向でした。センターから業者に相談者の意向を伝えるとともに書面不備、強引な勧誘など問題点を指摘しました。業者は非を認め、相談者に対して今後の掲載は止め、残金の請求はしない旨を通知しました。
　　　
　（アドバイス）

　電話で勧誘を受けたとき、必要ないときはハッキリ断ることが大切です。また、再勧誘は禁止されています。センターから止めるように申し入れることもできます。詳しくは消費生活センターに相談して下さい。
	　～困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。

　福岡県　　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

　福岡市　　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

　北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

　久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　飯塚市０９４８－２２－０８５７

　宗像市　　０９４０－３３－５４５４


